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  （証券コード 8986） 

  平成28年５月２日 

投 資 主 各 位  

 東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 1 6 番 1 2 号

 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人

 執行役員 東 野  豊

第11回投資主総会招集ご通知 

拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げ

ます。 

 さて、本投資法人の第11回投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご

出席くださいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、議決権行使書面によって議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら後記の投資主総会参考書類をご検討いただき

まして、同封の議決権行使書面に賛否をご記入のうえ、投資主総会の日時の直前

営業時間の終了時である平成28年５月19日（木曜日）午後５時30分までに到着す

るようご送付くださいますようお願い申し上げます。 

 また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定

に基づき、現行規約第24条におきまして「みなし賛成」に関する規定を定めてお

ります。 

 従いまして、当日ご出席になられず、かつ、議決権行使書面による議決権の行

使をなされない場合、本投資主総会における各議案について、出席した投資主様

の議決権の数に算入され、かつ、賛成されるものとみなしてお取扱いすることに

なりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。 

敬 具 

（本投資法人現行規約抜粋） 

第24条（みなし賛成） 

１．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はそ

の投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのう

ちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。）について賛成

するものとみなす。 

２．前項の規定の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数

は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 
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記 

１．日    時 平成28年５月20日（金曜日）午前10時 

２．場    所 東京都港区新橋一丁目18番１号 

航空会館 ７階 大ホール 

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） 

３．投資主総会の目的事項 

決 議 事 項             

第１号議案 規約一部変更の件 

第２号議案 執行役員１名選任の件 

第３号議案 補欠執行役員１名選任の件 

第４号議案 監督役員２名選任の件 

以 上 
 

                                     

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。 

◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主１名を代

理人として、投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証す

る書面を議決権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申

し上げます。 

◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場におきまして、本投資法人の資産

運用会社である株式会社ミカサ・アセット・マネジメントによる「運用状況報

告会」を実施する予定です。 

◎投資主総会参考書類を修正する場合の周知方法 

投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間

に修正する必要が生じた場合は、修正事項を本投資法人のホームページ

（http://www.jrhi.co.jp/）に掲載いたしますので、ご了承ください。 
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投資主総会参考書類 

議案及び参考事項 

第１号議案 規約一部変更の件 

１．規約変更の理由 

(1) 租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号。その後の改正を

含みます。）の改正により、投資法人が課税の特例適用を受けるため

の要件が一部削除されたため、該当する規定を削除するものです（現

行規約第10条第７項）。 

(2) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号。

その後の改正を含みます。）の改正により、再生可能エネルギー発電

設備が特定資産の種類に追加されたことに伴い、これが本投資法人の

投資対象に含まれることを明確にするものです（変更案第11条第３項

第８号及び現行規約第11条第４項第５号）。 

(3) 投資法人の税会不一致に関連する課税負担の問題に係る税制（関連す

る法令を含みます。）の改正を受け、関連する規定の内容を明確にす

るとともに不要となった規定を削除するものです（現行規約第15条第

２号及び第４号）。 

(4) 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後

の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）の改正により、

投資法人に新投資口予約権の発行が認められたことに伴い、新投資口

予約権の無償割当及び上場が投資法人の費用負担であることを明確に

するものです（現行規約第40条第２号）。 

(5) その他、表現の変更及び明確化、字句の修正、不要となった規定の削

除等を行うものです（現行規約第10条第８項及び第９項、第14条第３

項、第40条第２号、並びに、第41条）。 
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２．規約変更の内容 

 変更の内容は次のとおりです。 

（下線は変更部分です。）

 
現行規約 変更案 

第３章 資産運用の対象、方針及び計算 第３章 資産運用の対象、方針及び計算 

第10条（投資方針） 第10条（投資方針） 

１．～６．（記載省略） １．～６．（現行どおり） 

７．本投資法人は、その有する資産の

総額のうちに占める不動産等（本

項においては、不動産（投資法人

の計算に関する規則（平成18年内

閣府令第47号。その後の改正を含

む。）第37条第３項第２号イ、ロ

及びホに掲げる資産をいう。以下

この項において同じ。）、不動産

の賃借権、同号ヘに掲げる資産、

地上権及び地役権並びにこれらの

資産を信託する信託の受益権をい

う。）の価額の割合を100分の70

以上とする。 

（削除） 

８．本投資法人は、運用資産の売却代

金、有価証券に係る配当金、償還

金、利子等、匿名組合出資持分に

係る分配金、不動産の賃貸収入そ

の他収入金を再投資することがで

きる。 

７．本投資法人は、運用資産の売却代

金、有価証券に係る配当金、償還

金、利子等、匿名組合出資持分に

係る分配金、不動産の賃貸収入そ

の他収入金を再投資することがで

きる。 

９．第２項乃至第４項及び第８項に掲

げる取引以外の取引は、法令、一

般社団法人投資信託協会（以下

「投資信託協会」という。）の規

則及び本規約に照らし、その取引

が可能であり、かつ、当該取引が

本投資法人の資産の運用において

有益であると判断される場合に限

り、行うことができる。 

８．第２項乃至第４項及び第７項に掲

げる取引以外の取引は、法令、一

般社団法人投資信託協会（以下

「投資信託協会」という。）の規

則及び本規約に照らし、その取引

が可能であり、かつ、当該取引が

本投資法人の資産の運用において

有益であると判断される場合に限

り、行うことができる。 
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現行規約 変更案 

第11条（投資対象の資産） 第11条（投資対象の資産） 

１．～２．（記載省略） １．～２．（現行どおり） 

３．本投資法人は前項に掲げる不動産

等の他、次に掲げる特定資産に投

資することができる。 

３．本投資法人は前項に掲げる不動産

等の他、次に掲げる特定資産に投

資することができる。 

(1)～(7)（記載省略） (1)～(7)（現行どおり） 

（新設） (8) 再生可能エネルギー発電設備

（投信法施行令第３条第11号に

定めるものをいう。以下同

じ。） 

４．本投資法人は、必要がある場合に

は次に掲げる資産に投資すること

ができる。 

４．本投資法人は、必要がある場合に

は次に掲げる資産に投資すること

ができる。 

(1)～(4)（記載省略） (1)～(4)（現行どおり） 

(5) 民法上の動産（但し、設備、備

品、その他の構造上又は利用上

不動産に付加されたものに限

る。） 

(5) 民法上の動産（但し、設備、備

品、その他の構造上又は利用上

不動産に付加されたものに限る

ものとし、再生可能エネルギー

発電設備を除く。） 

(6)   （記載省略） (6)  （現行どおり） 

５．   （記載省略） ５．  （現行どおり） 

第14条（資産評価の方法、基準及び基準

日） 

第14条（資産評価の方法、基準及び基準

日） 

１．～２．（記載省略） １．～２．（現行どおり） 

３．資産評価の基準日は、原則とし

て、第16条に定める決算期とす

る。但し、第１項第３号及び第６

号に定める資産であって、市場価

格に基づく価額で評価することが

できる資産については、毎月末と

する。 

３．資産評価の基準日は、原則とし

て、決算期（第16条で定義され

る。以下同じ。）とする。但し、

第１項第３号及び第６号に定める

資産であって、市場価格に基づく

価額で評価することができる資産

については、毎月末とする。 

４．   （記載省略） ４．  （現行どおり） 

 

  



 

－  － 
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現行規約 変更案 

第15条（金銭の分配の方針） 第15条（金銭の分配の方針） 

本投資法人は、原則として、以下の方針に

従って金銭の分配を行う。 

本投資法人は、原則として、以下の方針に

従って金銭の分配を行う。 

(1)   （記載省略） (1)  （現行どおり） 

(2) 利益の金額を限度として金銭の

分配を行う場合、分配金額は租

税特別措置法（昭和32年法律第

26号。その後の改正を含む。）

第67条の15に規定される本投資

法人の配当可能利益の額の100

分の90に相当する金額（法令改

正等により当該金額の計算に変

更があった場合には変更後の金

額とする。）を超えて本投資法

人が決定する金額とする。な

お、本投資法人は、運用資産の

維持又は価値向上に必要と認め

られる長期修繕積立金、支払準

備金、分配準備積立金及びこれ

らに類する積立金及び引当金等

を積み立てることができる。 

 

(2) 利益の金額を限度として金銭の

分配を行う場合、分配金額は租

税特別措置法（昭和32年法律第

26号。その後の改正を含む。）

第67条の15に規定される本投資

法人の配当可能利益の額の100

分の90に相当する金額（法令改

正等により当該金額の計算に変

更があった場合には変更後の金

額とする。）を超えて本投資法

人が決定する金額とする。な

お、本投資法人は、運用資産の

維持又は価値向上に必要と認め

られる長期修繕積立金、支払準

備金、分配準備積立金、圧縮積

立金、一時差異等調整積立金並

びにこれらに類する積立金及び

引当金等のほか必要な金額を分

配可能金額から積み立て、又は

留保その他の処理を行うことが

できる。 

(3)   （記載省略） (3)  （現行どおり） 

 

  



 

－  － 
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現行規約 変更案 

(4) 本投資法人は、利益を超える金

銭の分配を行う場合には、当該

決算期に係る利益の金額に投資

信託協会の規則において定める

金額を加算した額を上限とす

る。但し、当該金額が当該営業

期間の租税特別措置法施行令

（昭和32年政令第43号。その後

の改正を含む。）第39条の32の

３に規定されている配当可能額

の90％に相当する金額を超えな

い場合には、配当可能額の91％

に相当する金額まで分配可能金

額を超えて金銭の分配をするこ

とができる。 

(4) 本投資法人は、利益を超える金

銭の分配を行う場合には、当該

決算期に係る利益の金額に投資

信託協会の規則において定める

金額を加算した額を上限とす

る。 

 

(5)～(7)（記載省略） (5)～(7)（現行どおり） 

第40条（諸費用の負担） 第40条（諸費用の負担） 

本投資法人は、以下の費用についても負担

する。 

本投資法人は、以下の費用についても負担

する。 

(1)   （記載省略） (1)  （現行どおり） 

(2) 投資口の発行及び上場に関する

費用 

 

 

(2) 投資口及び投資法人債の発行、

自己投資口の取得、新投資口予

約権の無償割当及び上場に関す

る費用 

(3)～(15)（記載省略） (3)～(15)（現行どおり） 

  

第８章 附則 （削除） 

第41条（改正の効力発生）  

１．第６条第２項の新設に係る改正

は、投資法人が投資主との合意に

より自己の投資口の有償での取得

を認める投信法の改正の施行日に

効力を生じる。 

 

２．第19条第２項及び第20条但書の新

設並びに第25条の変更に係る改正

は、投資主総会の招集手続におけ

る公告の省略を認める投信法の改

正の施行日に効力を生じる。 

 

 

  



 

－  － 
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第２号議案 執行役員１名選任の件 

 執行役員東野 豊の任期は、平成28年５月23日までとなっていますが、

本投資主総会の終結の時をもって辞任したい旨の申出がありましたので、

新たに執行役員１名の選任をお願いするものです。なお、本議案におけ

る執行役員の任期は、投信法第99条第２項及び現行規約第28条第１項第

一文但書の規定を適用し、選任される平成28年５月20日より、選任後２

年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案

とする投資主総会の終結の時までとします。 

 なお、本議案は、平成28年４月12日開催の役員会において、本投資法

人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。 

 執行役員候補者は次のとおりです。 

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 

山 根 正 喜
（昭和29年１月19日）

昭和51年４月

平成８年２月

平成９年２月

平成10年５月

平成11年２月

平成11年４月

 

平成12年２月

平成13年４月

 

平成14年２月

平成16年５月

平成18年４月

平成19年４月

平成20年４月

平成21年４月

 

平成26年４月

平成27年３月

大和証券株式会社 

同社 大阪エクイティ部長 

同社 大阪支店事業法人営業部長 

同社 大阪支店事業法人営業第二部長 

同社 大阪支店事業法人第二部長 

大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会

社 大阪支店事業法人第二部長 

同社 大阪支店事業法人営業部長 

大和証券エスエムビーシー株式会社 大阪支店事

業法人営業部長 

同社 エクイティ部長 

同社 執行役員 

同社 常務執行役員 

同社 代表取締役常務取締役 

同社 代表取締役専務取締役 

大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役副社

長 

同社 顧問 

退任 

１．上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。 

２．上記執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。 

 

 

  



 

－  － 
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第３号議案 補欠執行役員１名選任の件 

 執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に

備え、補欠執行役員１名の選任をお願いするものです。本議案において

選任された補欠執行役員が執行役員となった場合の任期についても、投

信法第99条第２項及び現行規約第28条第１項第一文但書の規定が適用さ

れます。 

 なお、本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有す

る期間は、本投資法人現行規約第28条第２項の定めに基づき、第２号議

案における執行役員の任期が満了する時までとなります。 

 また、本議案は、平成28年４月12日開催の役員会において、本投資法

人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。 

 補欠執行役員候補者は次のとおりです。 

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、重要な兼職、並びに本投資法人に 
お け る 地 位 及 び 担 当 

東 野  豊
（昭和28年11月６日）

昭和51年４月

 

平成５年８月

平成９年10月

平成12年２月

平成14年１月

 

平成17年７月

 

平成18年３月

平成18年７月

平成19年７月

 

 

 

 

平成21年８月

 

平成24年５月

株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀

行） 

同行 ニューヨーク支店次長 

同行 東恵比寿支店支店長 

同行 ストラクチャード・ファイナンス部部長 

株式会社大京（株式会社三和銀行より出向） 

経営企画部部長 

NTN株式会社（株式会社UFJ銀行より出向） 

財務部副部長 

株式会社三菱東京UFJ銀行 審議役 

オリックス不動産株式会社 投資企画事業部長 

モルガン・スタンレー証券株式会社 不動産投資

銀行部 エグゼクティブディレクター 

エム・エス・リアルエステート・アドバイザーズ

株式会社（モルガン・スタンレー証券株式会社よ

り出向） 代表取締役社長 

株式会社ミカサ・アセット・マネジメント 代表

取締役社長（現任） 

日本賃貸住宅投資法人 執行役員（現任） 

１．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。 
２．上記補欠執行役員候補者は、現在本投資法人の執行役員として、本投資法人

の業務全般を執行しております。 
３．上記補欠執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している

株式会社ミカサ・アセット・マネジメントの代表取締役社長です。 
４．上記３．のほか、上記補欠執行役員候補者と本投資法人の間には、特別の利

害関係はありません。 
５．上記補欠執行役員については、就任前に本投資法人の役員会の決議をもって

その選任の取消しを行う場合があります。 

 

  



 

－  － 
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第４号議案 監督役員２名選任の件 

 監督役員藪田広平、永峰潤及びダンフォース・トーマスの任期は、平

成28年５月23日までとなっていますが、本投資主総会の終結の時をもっ

て辞任したい旨の申出がありましたので、うち藪田広平及び永峰潤につ

いて、改めて平成28年５月20日付で監督役員として選任をお願いするも

のです。なお、本議案における監督役員の任期は、投信法第99条第２項

及び現行規約第28条第１項第一文但書の規定を適用し、選任される平成

28年５月20日より、選任後２年を経過した日の翌日から30日以内に開催

される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。 

 監督役員候補者は次のとおりです。 

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、重要な兼職、及び本投資法人に 
お け る 地 位 

１ 
藪 田 広 平
（昭和36年12月24日）

平成３年３月

平成３年４月

 

平成９年４月

 

平成18年１月

 

平成28年４月

司法研修（43期）修了 

第一東京弁護士会に登録 

外立法律事務所入所 

外立総合法律事務所パートナー弁護士（現

任） 

リプラス・レジデンシャル投資法人（現 日

本賃貸住宅投資法人）監督役員（現任） 

東京地方裁判所 民事調停委員（現任） 

２ 
永 峰  潤
（昭和32年３月10日）

昭和55年９月

昭和58年９月

昭和62年９月

昭和62年９月

平成元年９月

平成２年２月

平成13年10月

 

平成20年３月

平成21年１月

平成21年４月

等松・青木監査法人 

等松トーシュロスコンサルティング 

公認会計士登録 

バンカーストラスト銀行 

永峰公認会計士事務所設立 代表 

税理士登録 

株式会社ティーピーアイ（現 株式会社JCア

カウンティング）代表取締役（現任） 

GCAサヴィアングループ株式会社 監査役 

日本賃貸住宅投資法人 監督役員（現任） 

永峰・三島会計事務所 パートナー（現任） 

１．上記監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。 

２．上記監督役員候補者は、いずれも現在本投資法人の監督役員として執行役員

の職務執行全般を監督しております。 

３．上記監督役員候補者と本投資法人の間には、いずれも特別の利害関係はあり

ません。 

 

  



 

－  － 
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参考事項 

 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれにも、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項の規定に

基づく現行規約第24条に定める「みなし賛成」の規定の適用はございません。 

 なお、上記の第１号議案乃至第４号議案につきましては、いずれも相反する趣

旨の議案には該当しておりません。 

以 上 
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第11回投資主総会会場のご案内図 
 

会場 東京都港区新橋一丁目18番１号 

電話番号 03-3501-1272 

航空会館 ７階 大ホール 

 

●交 通  ＪＲ新橋駅        日比谷口 徒歩５分 

都営地下鉄三田線内幸町駅  A2出口  〃 １分 

東京メトロ銀座線新橋駅   ⑦出口  〃 ５分 

都営地下鉄浅草線新橋駅   ⑦出口  〃 ５分 

 

＜お願い＞駐車場の用意をしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮く

ださい。 

 


